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   る条例及び芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
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 子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令及び特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の訂正に伴い，関

係条例の規定を整理する必要が生じたため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 
 
 

芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び芦屋市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例 

 
 

（芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年芦屋市条例第２５

号）の一部を次のように改正する。 

 
次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 
(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 
(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 
(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（施設型給付費等の額に係る通知等） （施設型給付費等の額に係る通知等） 

第１４条 特定教育・保育施設は，法定代理受領により特定教育・

保育に係る施設型給付費（法第２７条第１項の施設型給付費をい

う。以下同じ。）の支給を受けた場合は，教育・保育給付認定保

護者に対し，当該教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費

の額を通知しなければならない。 

第１４条 特定教育・保育施設は，法定代理受領により特定教育・

保育に係る施設型給付費（法第２７条第１項の施設型給付費をい

う。以下この項，第１９条及び第３６条第３項において同じ。）

の支給を受けた場合は，教育・保育給付認定保護者に対し，当該

教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなけ

ればならない。 

２ （略） ２ （略） 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第３５条 （略） 第３５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定教育・保育施設が，第１項の規定により特別利用保育を提 ３ 特定教育・保育施設が，第１項の規定により特別利用保育を提
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改正後 改正前 

供する場合には，特定教育・保育には特別利用保育を，施設型給

付費には特例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付

費をいう。次条第３項において同じ。）を，それぞれ含むものと

して前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適

用する。この場合において，第６条第２項中「特定教育・保育施

設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」

とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供している

施設に限る。以下この項において同じ。）」と，「法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「法第１９条第１項第１号又は第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」と，「法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法第１９条第１項第

２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」

と，第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と，同条第４項第３号イ（ア）中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは，「教育・保育給付認定子

ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と，同号イ（イ）中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ど

も（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする。 

供する場合には，特定教育・保育には特別利用保育を，施設型給

付費には特例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付

費をいう。次条第３項において同じ。）を，それぞれ含むものと

して前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適

用する。この場合において，第６条第２項中「特定教育・保育施

設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」

とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供している

施設に限る。以下この項において同じ。）」と，「法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「法第１９条第１項第１号又は第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」と，「法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法第１９条第１項第

２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」

と，第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と，同条第４項第３号イ（ア）中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは，「教育・保育給付認定子

ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と，同号イ（イ）中「除

く」とあるのは「除き，特別利用保育を受ける者を含む」とする。

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第３６条 （略） 第３６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定教育・保育施設が，第１項の規定により特別利用教育を提

供する場合には，特定教育・保育には特別利用教育を，施設型給

付費には特例施設型給付費を，それぞれ含むものとして，本章（第

６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この

場合において，第６条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利

用の申込みに係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学

３ 特定教育・保育施設が，第１項の規定により特別利用教育を提

供する場合には，特定教育・保育には特別利用教育を，施設型給

付費には特例施設型給付費を，それぞれ含むものとして，本章（第

６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この

場合において，第６条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利

用の申込みに係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学
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前子どもの数」と，「法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とある

のは「法第１９条第１項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と，第１３

条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法

第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と，同条第４項第３号イ（ア）中，「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別

利用教育を受ける者を含む。）」と，同号イ（イ）中「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別

利用教育を受ける者を除く。）」とする。 

前子どもの数」と，「法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とある

のは「法第１９条第１項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と，第１３

条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法

第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と，同条第４項第３号イ（ア）中，「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別

利用教育を受ける者を含む。）」と，同号イ（イ）中「を除く」と

あるのは「及び特別利用教育を受ける者を除く」とする。 

（準用） （準用） 

第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除

く。），第１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条まで

の規定は，特定地域型保育事業者，特定地域型保育事業所及び特

定地域型保育について準用する。この場合において，第１１条中

「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育

給付認定子ども（満３歳未満保育認定子どもに限り，特定満３歳

以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。）につい

て」と，第１２条の見出し中「特定教育・保育」とあるのは「地

域型保育」と，第１４条の見出し中「施設型給付費」とあるのは

「地域型保育給付費」と，同条第１項中「施設型給付費（法第２

７条第１項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは，「地域型

保育給付費（法第２９条第１項の地域型保育給付費をいう。以下

この項及び第１９条において」と，「施設型給付費の」とあるの

は「地域型保育給付費の」と，同条第２項中「特定教育・保育提

供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と，第１９

条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と読み替

えるものとする。 

第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除

く。），第１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条まで

の規定は，特定地域型保育事業者，特定地域型保育事業所及び特

定地域型保育について準用する。この場合において，第１１条中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども（満３歳未満保育認定子どもに限り，特定満３歳以上保育

認定子どもを除く。以下この節において同じ。）」と，第１２条の

見出し中「特定教育・保育」とあるのは「地域型保育」と，第１

４条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」

と，同条第１項中「施設型給付費（法第２７条第１項の施設型給

付費をいう。以下この項，第１９条及び第３６条第３項」とある

のは，「地域型保育給付費（法第２９条第１項の地域型保育給付

費をいう。以下この項及び第１９条」と，「施設型給付費の」と

あるのは「地域型保育給付費の」と，同条第２項中「特定教育・

保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と，

第１９条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と

読み替えるものとする。 

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第５１条 （略） 第５１条 （略） 
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２ （略） ２ （略） 

３ 特定地域型保育事業者が，第１項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合には，特定地域型保育には特別利用地域型保

育を，地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条

第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項において同

じ。）を，それぞれ含むものとして，本章（第４０条第２項を除

き，前条において準用する第８条から第１４条まで（第１０条及

び第１３条を除く。），第１７条から第１９条まで及び第２３条か

ら第３３条までを含む。次条第３項において同じ。）の規定を適

用する。この場合において，第３９条第２項中「利用の申込みに

係る法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの数」

とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの数」と，「満３歳未満保育認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下本章において同じ。）」

とあるのは「法第１９条第１項第１号又は第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第

１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあって

は，当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもを含む。）」と，「法第２０条第４項の規定による認定に基づ

き，保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し，保育を受ける

必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的

に利用できるよう，」とあるのは「抽選，申込みを受けた順序に

より決定する方法，当該特定地域型保育事業者の保育に関する理

念，基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と，第４

３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９

条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と，

同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは

「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により

３ 特定地域型保育事業者が，第１項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合には，特定地域型保育には特別利用地域型保

育を，地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条

第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項において同

じ。）を，それぞれ含むものとして，本章（第４０条第２項を除

き，第５０条において準用する第８条から第１４条まで（第１０

条及び第１３条を除く。次条第３項において同じ。），第１７条か

ら第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。）の規定

を適用する。この場合において，第３９条第２項中「利用の申込

みに係る法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ども

の数」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号

に掲げる小学校就学前子どもの数」と，「満３歳未満保育認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下本章において

同じ。）」とあるのは「法第１９条第１項第１号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第

５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合

にあっては，当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第

１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもを含む。）」と，「法第２０条第４項の規定による認

定に基づき，保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し，保育

を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子ども

が優先的に利用できるよう，」とあるのは「抽選，申込みを受け

た順序により決定する方法，当該特定地域型保育事業者の保育に

関する理念，基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」

と，第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは

「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる

法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を

除く。）」と，同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」

とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基
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算定した費用の額」と，同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と，同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と，「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第

４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と，

同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

準により算定した費用の額」と，同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と，同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」

と，「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第

１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費

用」と，同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第５２条 （略） 第５２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定地域型保育事業者が，第１項の規定により特定利用地域型

保育を提供する場合には，特定地域型保育には特定利用地域型保

育を，地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を，それぞれ

含むものとして，本章の規定を適用する。この場合において，第

４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に

係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と，同条第２項中「法

第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２

項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」

と，同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食

事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育

認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４

３ 特定地域型保育事業者が，第１項の規定により特定利用地域型

保育を提供する場合には，特定地域型保育には特定利用地域型保

育を，地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を，それぞれ

含むものとして，本章の規定を適用する。この場合において，第

４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に

係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と，同条第２項中「法

第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２

項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」

と，同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食

事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育

認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子どもに係る 

条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）

に係る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に

要する費用」とする。 

第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する

費用」とする。 

 

 

（芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部改正） 

第２条 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例（平成２７年芦屋市条例第１２号）の一

部を次のように改正する。 
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次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 
(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 
(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 
(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

満３歳未満保育認定子どもで保育の提供を受けるものの保育料 満３歳未満保育認定子どもで保育の提供を受けるものの保育料

（略） 
 

（略） 

備考 備考 

１～３ （略） １～３ （略）  

４ この表における所得割（地方税法第２９２条第１項第２
号に規定する所得割をいう。）の額については，次のとお
りとする。 

４ この表における所得割（地方税法第２９２条第１項第２
号に規定する所得割をいう。）の額については，次のとお
りとする。 

(1)  地方税法第３１４条の７，第３１４条の８，第３１ 
４条の９，同法附則第５条第３項，第５条の４第６項，
第５条の４の２第５項（同条第７項の規定により読み
替えて適用される場合を含む。），第５条の５第２項，
第７条の２第４項及び第５項，第７条の３第２項並び
に第４５条の規定は適用しない。 

(1) 地方税法第３１４条の７，第３１４条の８，第３１
４条の９，同法附則第５条第３項，第５条の４第６項，
第５条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み
替えて適用される場合を含む。），第５条の５第２項，
第７条の２第４項及び第５項，第７条の３第２項並び
に第４５条の規定は適用しない。 

(2)～(3) （略） 
５～１０ （略） 

(2)～(3) （略） 
５～１０ （略） 

 

   附 則 

 

この条例は，公布の日から施行する。 



 

参 照  

 

 

芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例及び芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関

する条例の一部改正要綱 

 

１ 改正の趣旨 

  子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令及び特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の訂正に伴

い，関係条例の規定を整理する必要が生じたため，この条例を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め 

る条例中の規定を次のとおり改める。（第１条関係） 

条項 改正案 現 行 訂正理由 

第 14 条
第 1項 

特定教育・保育施設は，法定代
理受領により特定教育・保育に
係る施設型給付費（法第 27条
第 1項の施設型給付費をいう。
以下同じ。）の支給を受けた場
合は… 
 

特定教育・保育施設は，法定代
理受領により特定教育・保育に
係る施設型給付費（法第 27条
第 1項の施設型給付費をいう。
以下この項，第 19条及び第 36
条第 3項において同じ。）の支
給を受けた場合は… 

第 35 条第 3
項にも「施設
型給付費」の
語があるた
め。 
 
 
 

第 35 条
第 3項 

同条第 4 項第 3号イ(ｱ)中「教
育・保育給付認定子ども」とあ
るのは，「教育・保育給付認定
子ども（特別利用保育を受ける
者を除く。）」と，同号イ(ｲ)中
「教育・保育給付認定子ども」
とあるのは「教育・保育給付認
定子ども（特別利用保育を受け
る者を含む。）」とする。 

同条第 4 項第 3号イ(ｱ)中「教
育・保育給付認定子ども」とあ
るのは，「教育・保育給付認定
子ども（特別利用保育を受ける
者を除く。）」と，同号イ(ｲ)中
「除く」とあるのは「除き，特
別利用保育を受ける者を含む」
とする。 
 

「特別利用
保育を受け
る者」に係る
読み替え規
定の整理 
 
 
 
 

第 36 条
第 3項 

同条第4項第3号イ(ｱ)中，「教
育・保育給付認定子ども」とあ
るのは「教育・保育給付認定子
ども（特別利用教育を受ける者
を含む。）」と，同号イ(ｲ)中「教
育・保育給付認定子ども」とあ
るのは「教育・保育給付認定子
ども（特別利用教育を受ける者
を除く。）」とする。 

同条第4項第3号イ(ｱ)中，「教
育・保育給付認定子ども」とあ
るのは「教育・保育給付認定子
ども（特別利用教育を受ける者
を含む。）」と，同号イ(ｲ)中「を
除く」とあるのは「及び特別利
用教育を受ける者を除く」とす
る。 
 

「特別利用
教育を受け
る者」に係る
読み替え規
定の整理 
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条項 改正案 現 行 訂正理由 

第 50 条 

第 11 条中「教育・保育給付認
定子どもについて」とあるのは
「教育・保育給付認定子ども
（満 3歳未満保育認定子ども
に限り，特定満 3歳以上保育認
定子どもを除く。以下この節に
おいて同じ。）について」と， 

第 11 条中「教育・保育給付認
定子ども」とあるのは「教育・
保育給付認定子ども（満 3歳未
満保育認定子どもに限り，特定
満 3歳以上保育認定子どもを
除く。以下この節において同
じ。）」と， 

第11条中「教
育・保育認定
子ども」は 2
箇所あり，読
み替え箇所を
特定するた
め。 

第 50 条 

同条第 1 項中「施設型給付費
（法第 27条第 1 項の施設型給
付費をいう。以下」とあるのは，
「地域型保育給付費(法第 29
条第 1項の地域型保育給付費
をいう。以下この項及び第 19
条において」と， 
 

同条第 1 項中「施設型給付費
(法第27条第1項の施設型給付
費をいう。以下この項，第 19
条及び第 36条第 3項」とある
のは，「地域型保育給付費（法
第 29条第 1項の地域型保育給
付費をいう。以下この項及び第
19条」と， 

第 14 条第 1
項の改正に
伴うもの。 
 
 
 
 
 

第 51 条
第 3項 

本章(第 40 条第 2項を除き，前
条において準用する第 8条か
ら第 14条まで(第 10 条及び第
13条を除く。），第 17条から第
19条まで及び第23条から第33
条までを含む。次条第 3項にお
いて同じ。）の規定を適用する。
 

本章(第 40 条第 2項を除き，第
50条において準用する第 8条
から第 14条まで（第 10条及び
第 13条を除く。次条第 3項に
おいて同じ。），第 17条から第
19条まで及び第23条から第33
条までを含む。）の規定を適用
する。 

第 52 条第 3
項において
適用する｢本
章｣の規定の
範囲を整理
するため。 
 
 

第 52 条
第 3項 

満 3歳以上保育認定子ども(令
第4条第1項第2号に規定する
満 3歳以上保育認定子どもを
いう。）に係る 

満 3歳以上保育認定子どもに
係る 
 
 

「満 3歳以上
保育認定子ど
もの」の定義
の明確化のた
め。 

 

(2) 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の

規定を次のとおり改める。（第２条関係） 

条項 改正案 現 行 訂正理由 

別表第 1
備考 4 

地方税法第 314 条の 7，第 314
条の 8，第 314 条の 9，同法附
則第 5条第 3項，第 5条の 4
第 6項，第 5条の 4の 2第 5
項（同条第 7項の規定により読
み替えて適用される場合を含
む。） 

地方税法第 314 条の 7，第 314
条の 8，第 314 条の 9，同法附
則第 5条第 3項，第 5条の 4
第 6項，第 5条の 4の 2第 6
項（同条第 9項の規定により読
み替えて適用される場合を含
む。） 

地方税法の
引用条項の
整理 
 
 
 
 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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